
平
成
二
十
八
年
十
一
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二
十
一
日
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出

質
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五

五

号

Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
要
件
に
か
か
る
「
武
力
紛
争
」
の
定
義
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

階

猛
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Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
要
件
に
か
か
る
「
武
力
紛
争
」
の
定
義
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

政
府
は
南
ス
ー
ダ
ン
へ
の
自
衛
隊
派
遣
継
続
の
可
否
を
巡
り
、
法
的
な
意
味
に
お
け
る
「
武
力
紛
争
」
は
な
い
と
し
て
、

未
だ
派
遣
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
「
法
的
な
意
味
に
お
け
る
『
武
力
紛
争
』
」
と
は
、
こ
れ
に
当
た
ら
な

い
武
力
紛
争
や
武
力
衝
突
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。

二

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
�
は
「
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
」
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
こ
の
「
非
国
際
的
な
武
力

紛
争
」
に
当
た
る
紛
争
は
す
べ
て
「
法
的
な
意
味
に
お
け
る
『
武
力
紛
争
』
」
に
含
ま
れ
る
と
解
し
て
良
い
か
。

三

前
項
と
関
連
し
て
、
仮
に
追
加
議
定
書
�
の
「
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
」
の
う
ち
「
法
的
な
意
味
に
お
け
る
『
武
力
紛

争
』
」
に
含
ま
れ
な
い
も
の
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
例
か
。

四

同
条
約
追
加
議
定
書
�
で
は
、
「
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
」
の
主
体
を
当
該
締
約
国
の
軍
隊
に
加
え
、
「
反
乱
軍
そ
の
他

の
組
織
さ
れ
た
武
装
集
団
（
持
続
的
に
か
つ
協
同
し
て
軍
事
行
動
を
行
う
こ
と
及
び
こ
の
議
定
書
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
支
配
を
責
任
の
あ
る
指
揮
の
下
で
当
該
領
域
の
一
部
に
対
し
て
行
う
も
の
）
」
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

定
義
さ
れ
た
武
装
集
団
は
、
「
国
家
に
準
ず
る
組
織
」
に
該
当
す
る
と
い
え
る
か
。

五

「
法
的
な
意
味
に
お
け
る
『
武
力
紛
争
』
」
が
自
衛
隊
の
活
動
範
囲
に
生
じ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
当
該
Ｐ
Ｋ
Ｏ
ミ
ッ

一



シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
他
の
部
隊
の
活
動
範
囲
に
お
い
て
「
法
的
な
意
味
に
お
け
る
『
武
力
紛
争
』
」
が
生
じ
て
い
る
場
合
、

自
衛
隊
の
派
遣
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
か
。

六

自
衛
隊
の
参
加
し
て
い
る
Ｐ
Ｋ
Ｏ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
の
活
動
範
囲
外
に
お
い
て
、
当
該
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
参

加
す
る
他
の
部
隊
が
い
わ
ゆ
る
公
平
性
原
則
の
下
、
「
中
立
性
原
則
」
を
逸
脱
す
る
マ
ン
デ
ー
ト
の
遂
行
を
実
施
す
る
場

合
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
参
加
五
原
則
の
一
つ
で
あ
る
「
中
立
性
原
則
」
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


